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第６部 茂⽊経産相のＡタイプとＢタイプの２枚⾆ 

6-1 以下は２０２１０５１３公開資第３号で開⽰された「電気事業者による再
⽣可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく報告の徴収につい
て」 
（以下「Ａタイプ」という。公⽂書） 
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6-2 以下は、２０１３０９１０九州第 5 号で開⽰された「電気事業者による再

⽣可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく報告の徴収につい
て（案）」 

（以下「Ｂタイプ」という公⽂書）。 
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Ａタイプの公⽂書を発出した⽇付は、平成２５年９⽉〇⽇です。 
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Ｂタイプの公⽂書を発出した⽇付は、平成２５年９⽉〇⽇です。 

 

Ａタイプのタイトルは、「電気事業者による再⽣可能エネルギー電気の調達に関

する特別措置法に基づく報告の徴収について」と書かれています。 
 

Ｂタイプのタイトルは、「電気事業者による再⽣可能エネルギー電気の調達に関

する特別措置法に基づく報告の徴収について」と書かれています。 
 
⽇付もタイトルも全く同じで、内容は全く違います。 

Ａタイプは、認定申請時点で認定⽇当時の告⽰※1 の内容から必ず「Ａの⾏為の

成就」及び「Ｂの⾏為の成就」のうち「いずれか遅い⽅の⾏為」が成就していな
い案件は、売電単価が決定しませんから、例え認定だけ受けても、「場所」等が
決定しておらず、当該認定は猶予期間を設けず聴聞されて取り消されています。 
 

Ｂタイプは、認定申請時点で認定⽇当時の告⽰※1 の内容から必ず「Ａの⾏為の

成就」及び「Ｂの⾏為の成就」のうち「いずれか遅い⽅の⾏為」が成就していな
い案件は、売電単価が決定しませんが、裏⼝認定だけ受けて、例え「場所」等が
決定していないでも、認定は取り消されないことにしていますから特権階級と
いうことです。 
 
よって、茂⽊敏充経済産業⼤⾂は、内容が著しく違う公⽂書を同じ⽇に同じタイ
トルで発出していますから 2 枚⾆ということで、先⾏投資をしていない特権階
級に対して 2012（平成 24）年度 40 円の⼀番有利な売電単価や 2013（平成 25）
年度の 36 円の 2 番⽬に有利な売電単価で発電して儲けられるように裏⼝認定⽇
を与えたのですが、既述の通り売電資格はありません。 
 
国⺠は知らない間に農地転⽤許可申請⼿続きや林地開発許可申請⼿続き等が必
要な広⼤な⼟地に同許可申請⼿続きなしで⼤出⼒の裏⼝認定を受けた特権階級
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が、先に有利な売電単価で儲かるようにしたのが、Ｂタイプの「経済産業省（案）

報告徴収」でした。 
 
分かりやすい項⽬に、Ａタイプの「報告徴収」（全 19 枚うち両⾯ 9 枚）の 6 枚

⽬裏⾯には、認定基準を充⾜するように以下の必要書類の報告を求めている。当

然確定⽇付で認定基準の「場所」を充⾜しているのかどうか、確認ができる。 

 
報告期限までに提出できない場合は、「場所」が決定していないので、猶予期間
は設けられないまま、聴聞されて裏⼝認定は取り消された。 
 

Ａタイプの報告徴収 

 



6 
 

 
先⾏投資をしない悪徳特権階級の認定は取り消された 
設備の仕様や場所が未決定の認定は取消し。 
 平成２６年９⽉１０⽇：資源エネルギー庁 再⽣可能エネルギーの導⼊量等

に関する検討１０枚⽬（９⾴） 設備認定の報告徴収、聴聞・取消の状況 

 
上記本⽂ 
n 平成２４年度に認定を受けた⾮住宅⽤の太陽光発電設備（１０ｋｗ以上）の

うち、運転開始前の設備に対して⾏われた報告徴収の結果を踏まえ、場所及
び設備が未決定の案件につきましては、本年３⽉から⾏政⼿続法上の聴聞を
⾏い、要件の充⾜が確認できない場合、順次認定の取り消しをおこなった。 

n 平成２４年度に認定を受けた⾮住宅⽤の太陽光発電設備のうち、本年８⽉末
時点で、取消し・廃⽌に⾄ったものは１８２万ｋｗ、今後聴聞が⾏われるも
のは２７０万ｋｗ、運転開始済⼜は認定要件を充⾜したものは８８０万ｋｗ
となった。 

n 経済産業省では、今後聴聞が⾏われる２７０万ｋｗについて、場所及び設備
の決定状況を把握し、要件が充⾜できていないと認められる場合には、順次
認定の取消し⼿続きを進めていく。 

n 平成２５年度の認定案件に対しても、本年８⽉から同様に報告徴収を実施 
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村上新エネルギー対策課⻑殿 新エネルギー省委員会 議事録（Ｈ２６，６，
１７）抜粋です。下記⽂中の「この８⽉」とは平成２５年８⽉」のことで、Ａ
タイプの 報告徴収に繋がるところです。「暫定的に猶予期間を得たものにつ
いても、今後、審査をするということで、場所、設備がいつまでも決まらない
ものについては取り消すという⽅向で作業してございます。」 

 

「この８⽉（平成２５年）について、暫定的に猶予期間を得たものについても、
今後審査をするということで、場所、設備がいつまでも決まらないものについ
ては取り消すという⽅向で作業してございます。」 と、猶予期間は無く、認
定申請時点に 調達価格適⽤の必要書類が無い案件については、当該認定を
取消すことになったのです。 
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9 
 

6-3 当社グループの岩⽥屋産業株式会社に通知された報告徴収１枚⽬。 
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6-4 当社グループの岩⽥屋産業株式会社に通知された報告徴収 2 枚⽬。 

 

上記報告徴収２枚⽬の⾚線内には、①当該設備を設置する場所及び②当該設備
の仕様のそれぞれの決定が確認できない場合には、聴聞の対象とし、当該認定
の取消に向けた⼿続きに移⾏します。（中略）なお、「場所」⼜は「設備の仕様」
のいずれか⼀⽅が決定している案件についての猶予期間は設けません。と書か
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れている。 
聴聞して認定を取り消した。 
以下は、九州経済産業局から開⽰を受けた聴聞の内容全 23 ⾴ 665 件分のうちの
1/23 ⾴ 

 
 

紙⾯の都合で 2/23〜21/23 ⾴は省略。 

以下は 22/23 ⾴と 23/23 ⾴、合計 665 件の認定が取り消された。 
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Ａタイプの報告徴収の 15 枚⽬裏⾯「●必ず提出」の書類 

善なる⾏政は、認定を受けていても、「固定価格買取制度を安定的かつ着実に
運⽤していくことが重要と考えており適切な執⾏を実⾏するために以下の書
類を「●必ず提出」と報告を求めた。提出できなければ、売電資格が無いので、
猶予期間は無く当該認定は取り消さなければ、正義の⾏政はできない。 
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Ａタイプの報告徴収の 16 枚⽬裏⾯「●必ず提出」の書類 

以下は１６枚⽬表⾯ 
 ［●：必ず提出］ の特に下から２⾏⽬「※認定申請時に提出された「権利者

の証明書」」は認められない。 
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当該認定時点の再エネ特措法第１７条第５項により、「経済産業⼤⾂は、偽り
その他不正の⼿段により第１項の規定による認定を受けたものがあるときは、
その認定を取り消さまければならない」ので、当該認定の取り消しは必⾄です。 

 
6-5 共通の注意事項 
１７枚⽬表⾯ この中には確定⽇付の証拠書類で整合性の確認が求められてい
ます。 
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 特に 2. 当該認定に係る場所のうち、全筆分の証拠書類が必要であること。 
特に 7. 他の法令・制度と整合がとれていること。具体的には農地法に基づく
農地転⽤、森林法に基づく林地開発、都市計画法に基づく開発、⾃治体が定め
る景観条例等の許認可⼿続きを発電事業者の責任において適切に⾏い、これら
と整合していること。 
その他においても重要な共通の注意事項が書かれていますから、先⾏投資をし
ない悪徳特権階級は、「●必ず提出」の書類を⽤意することはできない。当該新
規認定⽇時点の調達価格の適⽤は維持できないので、売電する資格が無い。 
証拠書類提出にあたっての注意事項や、全国共通の報告徴収様式の内容を特

権階級の利益のために茂⽊敏充経済産業相は⼒で変更してはならないが、Ｂタ
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イプで変更して特権階級の認定取消から救済したので、結託しており、電⼒マ

フィアです。 
 

6-6 売電資格が無い「虚偽報告」が多数 
以下は第５部 ⾏政処分庁の必要書類が無い案件 
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上述の 15 枚⽬裏⾯「●必ず提出」の書類は、認定基準を満たしているのかど
うかを確認するための証拠書類の提出です。 
①認定に係る場所（設備所在地） 
②場所の確保の有無 
③場所の確保⽇ 
上記①、②、③を確認するために、右列から 7 列⽬の「虚偽報告」とは、例え
ば 1 位の宇久島みらいエネルギー合同会社の林地開発許可申請⽇は、右列か
ら６列⽬のＨ３１．１．１０、で、同書類は⻑崎県から開⽰を受けた 5 ⾴に書
かれており、農地転⽤許可申請⽇はＲ１．６．１４で⻑崎県の農地許可申請書
の 7⾴に書かれている。当然 40 円/ｋｗｈの報告期限（Ｈ２５．１０．１８）
までに提出しなければならないのに、提出しないまま「虚偽報告」で発電を開
始して莫⼤な売電収⼊を国⺠に負担させようとしている。 
 
例えば３位の⿅島⼤崎ソーラーヒルズ合同会社の林地開発許可申請⽇はＨ２
７．４．１７で、⿅児島県の林地開発許可申請綴りの２９⾴に記載されている。 
そして所有権移転⽇がＨ２６．５．８で、地上権/賃借権の設定⽇がＨ２９．
３．３１であり、当然 40 円/ｋｗｈの報告期限（Ｈ２５．１０．１８）までに
提出しなければならないのに、提出しない「虚偽報告」のままで発電を開始し
て、既述の通り、既に莫⼤な売電収⼊を国⺠に負担させている。これを知った
国⺠は、今後も許して負担し続けるだろうか？義憤に駆られるところです。 
以上の「虚偽報告」が、⼀⽬で⾒れる様に作成した⼀覧表です。 

 
第５部 ⾏政処分庁の必要書類が無い案件 の認定は取り消さなければなら
ないが、⼤出⼒順で多数が取り消されないで、電気を売って莫⼤な儲けを国⺠
が負担している構図が出来上がったのです。 

 
 
6-７ 虚偽報告でなぜ取り消されないのか？ 
何故、Ａタイプの報告徴収を実⾏した後でも「虚偽報告」の認定が取り消され
ていないのか？  
 
Ｂタイプの「経済産業省（案）報告徴収」の⼆枚⾆で悪徳特権階級の認定は取
り消されない様にしていたのです。 
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Ａタイプの報告徴収では、「設備の仕様」、「場所」が確保・決定していない案件

はすべてその認定を取り消した。 
 

Ｂタイプの報告徴収では、「設備の仕様」、「場所」が確保・決定していない案件

のうち、⼀部のものはその認定を取り消さない様に書かれていた。だから同じ⽇
に裏⼝認定の特権階級だけをダブルスタンダードで救済した⼆枚⾆です。 

ここが、健全な法⼈各社が、Ａの⾏為の成就及びＢの⾏為の成就のために、競争

して暴騰した発電所の設置場所を探して確保している最中に、何の競争もなく、
裏⼝認定⽇だけ受けたことで、時系列をひっくり返してヒイキしたのです。 
 
そして、裏⼝認定⽇に係る有利な売電単価で発電した電気を九電等に買取らせ
て、その費⽤を国⺠に負担させています。まるで納得できないのですが、なぜ
我々がこういう悪徳特権階級の利益のために⼀⽣懸命働いて稼いだお⾦を出さ
なければならないのでしょうか？。 
恐らく国⺠の誰もが「そんなこと知らなかったから」と仰るでしょう。我々が知
らない間に堂々とこのようなことが⾏われてきたということです。 
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Ｂタイプの「経済産業省（案）報告徴収」は、畳み込みから始まった 2 枚⾆。 

 
上記本⽂４⾏⽬に「平成２５年３⽉末までに認定を取得されていますが、」と
畳み込まれたが、上述した第 1位の宇久島みらいエネルギー合同会社から第 6
位の⼤分メガソーラー合同会社らは、ちゃんとした会社から事業承継しておら
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ず、平成２５年３⽉末までに会社設⽴さえしていないので、Ｂタイプの「経済
産業省（案）報告徴収」を国は発出することも、受け取って報告することもで
きない。 

さらに⾏政処分庁の必要書類を作成できないまま裏⼝認定を受けた悪徳特
権階級は、Ａタイプの報告徴収では、認定取消は必⾄なのに、Ｂタイプの「経
済産業省（案）報告徴収」の理不尽な⽅法で認定取消から救済しています。 

 
以下の 5 枚⽬は決定的な【改ざん】と思います。先⾏投資をしないままの悪徳
特権階級をＡタイプの報告徴収の認定取消から理不尽に救済しています。 
内閣（政府）はＡの⾏為やＢの⾏為が成就していないと熟知しているので、無い
ものは出せないにも拘らず、あたかも提出されている前提事実を作って、「すで
に提出頂いている場合は、当該書類を重ねて提出していただく必要はありませ
ん。」と救済した。 
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⾚下線部には、「すでに提出いただいている場合は、当該書類を重ねて提出して
いただく必要はありません。」 
５枚⽬１５⾏⽬⾚下線部には、「※認定に係る太陽電池モジュールの発電出⼒が
500ｋｗ以上、かつ申請⽇が平成２４年１２⽉１０⽇以降であって、認定時に同
⼀の書類を提出していただいている場合は、当該書類を重ねて提出していただ
く必要はありません。」と、当該書類の類は⼿書きで修正していたので公⽂書と
しての体裁は整えていません。 
 
また「重ねて提出していただく必要はありません。」と書かれているが、新規認
定⽇時点では、上述の１位から１０位までの発電事業者らの中には、会社が存在
していないものや、地位の承継を受けた変更認定⽇の証拠もなく、最初の必要書
類の「場所」の登記簿謄本の写しや地上権設定契約書⼜は賃借契約書の写しを証
明する登記簿謄本の写しが存在していないのは⽕を⾒るより明らかで、調達価
格適⽤の必要書類が無いという事実を熟知しているので、無いものは絶対に提
出できないから、「重ねて提出していただく必要はありません。」と救済している
⼆枚⾆の⾒どころです。 
 
悪徳特権階級は、認定時の同⼀の書類は提出しようにも提出できません。だから
「重ねて提出していただく必要はありません。」と報告徴収では必ず当該認定は
聴聞されて必ず取消しですが、⼒で必ず救済しています。国（本庁）の取り扱い
はダブルスタンダードする⼆重⼈格で憲法違反ですが、先⾏投資をしない特権

階級は以下の、□3. 認定に係る場所において、発電事業者が発電事業を⾏うこ
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とが決定している。にチェックを⼊れることができる。 

すなわち先⾏投資をしない特権階級は、前記の□2. 認定に係る太陽電池モジ

ュールの売買契約⼜は受発注が完了している。ところにもチェックを⼊れるこ

とができる。 

以下は６枚⽬ 
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□2. 認定に係る太陽電池モジュールの売買契約⼜は受発注が完了している。 
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□3. 認定に係る場所において、発電事業者が発電事業を⾏うことが決定して

いる。 

反対解釈で、上記 2.及び 3.のいずれか⼜は両⽅にチェックが⼊った場合の特権

階級は、4.以降の記載を不要と誘導して確定⽇付がある以下の必要書類：⾏政処

分庁への申請書の写しの提出を不要とした。 

 
 

前述の【報告⽅法の違い】および【必要書類：⾏政処分庁への申請書の写しを任

意書類】と改ざんする⽅法で、第１位から第１０位は認定失効から救済する構図

を作り出したのです。しかし、所詮改ざんした 経済産業省（案）報告徴収は、
（案）ですから無効であって、上述の第１位から第１０位は正当な報告徴収の規
程及び同社らの認定は、当該認定時点の再エネ特措法第１７条第５項により、
「経済産業⼤⾂は、偽りその他不正の⼿段により第１項の規定による認定を受
けたものがあるときは、その認定を取り消さまければならない」ので、当該認定
の取り消しは必⾄です。 

 
上記６枚⽬上段の※1 および※2 の⽂章に「その理由を説明する書⾯を提出して
ください。」と書かれているが、設置場所を確保する証拠が無いならば、「羈束⾏
為が成就しておらず無効」ですから、説明⽂の裁量で合格させては、報告徴収の
趣旨に反します。 
また※３の⽂章の「権利を取得することを予約している場合とは、正真正銘の空

押さえで、「設置場所」を確保・決定しておらず無効です。別紙 2 が誘導したの

は【賃貸/譲渡証明書】であるから、上述の通り⼀蹴されています。」ここの⽂章
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で先⾏投資をしていない特権階級を救済する⼝実としています。 

□ ⾏政処分庁の許認可の⼿続きが未了であるため：必要書類が無い場合は「羈

束⾏為が成就しておらず、調達価格は適⽤されないので、固定価格買取制度
上の認定は無効」です。 

 


